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■空き地バンクの仕組み

■空き地バンクとは

所有者

利用者

〇 市では、５地区内の空き地について土地所有者に登録の募集を行い、登録した土地の情
報を市のホームページ等で公開します。
土地を探している方がこの情報を閲覧し、希望の物件が見つかれば、市を経由すること

なく、記載の宅建業者に問い合わせることができます。

〇 個人間での売買交渉や契約等は、予期せぬトラブルが発生するおそれがあります。この
ため、宅地建物取引業の免許を持つ、宅建業者が必ず仲介を行うよう、バンクへの登録に
あたっては、土地所有者は宅建業者と媒介契約(※）を結ぶものとし、宅建業者を介して
交渉・契約を行うものとします。

空き地バンクは、住宅建設等のために土地をお探しの方に、
いわき市が沿岸５地区（久之浜、薄磯、豊間、小浜及び岩間）
で行った土地区画整理事業地内の未利用地（空き地）に関する
情報を提供することにより、土地所有者と利用希望者をマッチ
ングさせることで、移住・定住人口の増加や地域コミュニティ
の維持・活性化を図ることを目的とするものです。

空き地バンクの流れ



■登録できる物件（次の①～④の全てに該当する土地）
① 土地区画整理事業施行５地区内に所在する宅地で、現に使用しておらず空き地となってい
ること（近く使用しなくなり、空き地となるものを含む）

② 土地の所有者すべての承諾が得られていること
③ 抵当権等が設定されている場合、その権利者の承諾が得られていること
④ 登録する物件に関して、宅建業者と媒介契約を結んでいること

■登録できる人（次の①～③の全てに該当する方）
① 空き地に係る所有権その他の権利により、空き地の売却又は賃貸を行うことができる権利
を有する方

② いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員や社会的非難関係者でないと認められる方
③ 登録された物件の売買契約又は賃貸借契約が成立し、登録物件を引き渡すまで適正な管理
が可能な方

物件の情報を市ホームページ等で公開します。
所有者の氏名,住所,連絡先等は公開しません。
(指定宅建業者名とその連絡先を公開します)

確認後、空き地バンク登録台帳に登録します。
市から物件登録者に、空き地バンク登録完了
通知書（第４号様式）を送付します。

登録要件確認後、現地調査等を市が行います。
市から指定宅建業者（申込者が仲介を依頼し
た宅建業者）に、空き地バンク登録票の内容
確認を依頼します。

〈提出書類〉
⑴空き地バンク登録申込書（第１号様式）
⑵空き地バンク登録票（第２号様式）
⑶登記事項証明書 ⑷公図の写し
⑸本人確認書類（運転免許証等）
⑹誓約書 等

①登録申込み(土地所有者）

■バンク登録・利用の手続き

➁調査・確認 (市・指定宅建業者）

③登録・通知 (市）

情報の公開（市）

＜空き地を売りたい方・貸したい方＞ ＜空き地を買いたい方・借りたい方＞

物件の情報は、市のホームページからいつで
も自由に検索可能です。
インターネットの環境がない方は、市の担当
窓口で閲覧することができます。
ただし、物件登録者の依頼により、希望売却
価格等の情報を広く公開しない場合がありま
す。
情報を知りたい方は、次の書類を添えて市に
申し込んでください。

〈提出書類〉
⑴空き地バンク情報提供依頼書（第９号様式）
⑵本人確認書類（運転免許証等）
⑶誓約書
※この場合でも所有者の氏名、住所、連絡先等
は公開しません。

④物件の問い合わせ (利用希望者）
⑤情報の提供（市）
⑥連絡・交渉申込み（利用希望者）

■交渉・契約
⑦売買・賃貸借の交渉・契約(土地所有者・利用希望者・指定宅建業者）
物件登録者の指定宅建業者から説明を受け、
交渉により双方の条件が合えば、売買(賃貸借)
が成立し、契約を交わすことになります。
※市は、交渉や契約には関与しません。

指定宅建業者が
仲介



交渉成立後、宅建業者との取り決めに基づき、仲介手数料をお支払いください。

交渉が成立し契約を締結したときは、空き地バンク交渉成立報告書（第10号様式）により、市に
報告していただきます。

⑨仲介手数料の支払い（土地所有者・利用希望者）

⑧契約成立の連絡 (土地所有者又は指定宅建業者）

交渉成立を確認後、市ホームページ等で行っていた売却等に関する情報の公開を終了します。
市から物件登録者に空き地バンク登録抹消通知書（第８号様式）を送付します。

情報公開の終了（市）

■市ホームページでの情報公開イメージ

■交渉・契約成立後

個別の物件情報を検索すると、次のような情報を公開しています。

登録物件の情報など詳しくはこちらをご覧ください。

（空き地バンク登録申込書などの各種様式も市ホームページからダウンロード可能です。）

市ホームページURL
PC版：
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1581655228366/index.html
スマートフォン版：
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/sp/contents/1581655228366/index.html


